
入院時食事
0.2%

訪問看護
0.4%

入院
22.4%

外来
48.7%

歯科
10.9%

調剤
17.5%

医療費の状況（令和2年1月分） 令和2年1月分の
医療費の割合

令和2年1月（人） 平成31年1月（人） 増減（人） 増減率（％）
被保険者数 5,354 5,485 ▲131 ▲2.4
被扶養者数 3,868 4,106 ▲238 ▲5.8

令和2年1月
前期高齢者該当者数 208人
前期高齢者医療費 5,612千円

み
な
さ
ん
の
健
や
か
な
毎
日
の
た
め
に

当
健
保
組
合
が
サ
ポ
ー
ト
！

当
健
保
組
合
で
は
、
み
な
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

日
々
の
健
康
管
理
・
維
持
に
ど
う
ぞ
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

⑤
初
産
者
に
育
児
月
刊
誌
『
赤
ち
ゃ
ん
と

マ
マ
』
を
配
布
（
随
時
）

⑥
保
健
事
業
推
進
委
員
会
・
健
康
保
険
委

員
会
を
開
催

⑦
健
保
連
と
の
共
同
事
業
宣
伝
（
年
間
）

⑧
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運
用
管
理
（
年
間
）

①
日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
に
特
定
健
診
項
目

を
含
め
て
実
施
（
対
象
は
40
歳
以
上
の

被
保
険
者
・
被
扶
養
者
で
あ
る
配
偶
者
）

②
特
定
保
健
指
導
の
実
施

③
節
目
年
齢
対
象
の
日
帰
り
ド
ッ
ク
（
対

象
は
30
・
35
歳
の
被
保
険
者
）

④
郵
送
に
よ
る
子
宮
頸
が
ん
検
査
の
実
施

（
対
象
は
被
保
険
者
お
よ
び
被
扶
養
者

で
あ
る
配
偶
者
）

①
機
関
誌
『
中
国
し
ん
き
ん
け
ん
ぽ
』
を

発
行
（
年
３
回
）

②
法
改
正
等
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布

（
年
３
回
）

③
新
規
取
得
者
に
『
社
会
保
険
の
知
識
』

を
配
布
（
随
時
）

④
40
歳
到
達
者
に
『
健
康
管
理
手
帳
』
を

配
布

⑤
郵
送
に
よ
る
大
腸
が
ん
検
査
の
実
施

（
対
象
は
被
保
険
者
お
よ
び
被
扶
養
者

で
あ
る
配
偶
者
）

⑥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
費
用
補

助
（
実
施
し
た
事
業
主
に
対
し
年
１
回
）

⑦
医
療
費
通
知

①
各
種
運
動
競
技
大
会
の
参
加
補
助

②
５
県
選
抜
軟
式
野
球
大
会
の
開
催

③
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム

④
契
約
保
養
所
の
利
用
補
助

令
和
２
年
度
健
康
づ
く
り
事
業
の
ご
案
内

令和2年 平成31年
増減率（％）

1月分（千円） 構成割合（％） 1月分（千円） 構成割合（％）
医 療 費 総 額 83,284 100.0 96,644 100.0 ▲13.8

内　

訳

入 院 18,577 22.4 28,074 29.1 ▲33.8
外 来 40,527 48.7 42,926 44.4 ▲5.6
歯 科 9,117 10.9 9,565 9.9 ▲4.7
調 剤 14,537 17.5 15,379 15.9 ▲5.5
入院時食事 200 0.2 271 0.3 ▲26.2
訪 問 看 護 326 0.4 429 0.4 ▲24.0

けんぽの広場

保
健
知
識
を
高
め
て

い
た
だ
く
た
め
に

病
気
の

予
防
の
た
め
に

体
力
づ
く
り
・

保
養
の
た
め
に
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で
き
る
だ
け
多
く
の
方
に
受
け
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
方
に

対
し
て
、
当
健
保
組
合
で
は
費
用
の
補
助
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
で
、
特
定
健

診
（
40
歳
～
74
歳
対
象
）
を
受
診
し
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
受
診

く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
当
健
保
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
表
紙
に
掲
載
）
で
ご
確
認
い
た

だ
け
ま
す
。

　
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
、次
に
該
当
し
、

受
診
を
希
望
す
る
方
。
た
だ
し
、
資
格
を
喪

失
し
た
場
合
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

・
40
歳
以
上
の
被
保
険
者
お
よ
び
40
歳
以
上

の
被
扶
養
者
で
あ
る
配
偶
者
（
昭
和
56
年

３
月
31
日
以
前
生
ま
れ
の
方
）

　
ご
家
族
が
被
扶
養
者
と
認
め
ら
れ
る

と
、
保
険
証
が
交
付
さ
れ
、
保
険
料
を

負
担
す
る
こ
と
な
く
医
療
給
付
な
ど
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

本
来
被
扶
養
者
資
格
の
な
い
人
を
被
扶

養
者
と
し
て
認
定
し
て
し
ま
う
と
、
健

保
組
合
は
不
必
要
な
支
出
を
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
国
で
は
、
保
険
給
付
適
正
化
の
観
点

か
ら
、
被
扶
養
者
の
資
格
確
認
を
実
施

す
る
よ
う
に
通
知
を
出
し
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
保
険

料
を
適
正
に
使
用
し
、
健
保
財
政
の
安

定
化
を
図
る
た
め
、
被
扶
養
者
の
資
格

確
認
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
30
歳
の
被
保
険
者
（
平
成
2
年
4
月
1
日

　
～
平
成
３
年
３
月
31
日
に
生
ま
れ
た
方
）

・
35
歳
の
被
保
険
者
（
昭
和
60
年
4
月
1
日

　
～
昭
和
61
年
３
月
31
日
に
生
ま
れ
た
方
）

　
令
和
2
年
4
月
か
ら
令
和
3
年
3
月
末
ま

で
の
間

　
当
健
保
組
合
が
委
託
契
約
し
た
健
診
機
関

①
当
健
保
組
合
負
担
額

　
２
７
、５
０
０
円
（
２
５
、０
０
０
円
＋
消

費
税
）

　
た
だ
し
、
検
査
費
用
が
右
記
に
満
た
な
い

場
合
は
、
実
費
（
基
本
料
金
の
み
）。

②
自
己
負
担
額

　
受
診
検
査
費
用
か
ら
当
健
保
組
合
負
担
額

を
差
し
引
い
た
額
。

　
受
診
健
診
機
関
が
定
め
る
検
査
項
目
（
特

定
健
診
項
目
含
む
）

　
令
和
２
年
７
月
初
旬
こ
ろ
調
査
票
を

配
布
す
る
予
定
で
す
。

　
被
扶
養
者
。
た
だ
し
、
令
和
２
年
４

月
１
日
以
降
認
定
の
被
扶
養
者
は
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

　
令
和
２
年
７
月
31
日
ま
で
に
事
業
所

の
健
保
組
合
担
当
者
に
ご
提
出
く
だ
さ

い
。

日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
の

費
用
補
助
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

被
扶
養
者
の
資
格
更
新
調
査
に

ご
協
力
を

けんぽの広場

実
施
対
象
者

実
施
機
関

負
担
額

検
査
項
目

実
施
時
期

１

345 2

♦
実
施
対
象
者

♦
提
出
期
限
お
よ
び
提
出
先

♦
調
査
票
の
配
布
時
期

※
提
出
期
限
ま
で
に
必
要
書
類
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
被
扶
養
者
資
格
の
取
り
消
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
乳
が
ん
、子
宮
が
ん
、前
立
腺
が
ん
、そ
の
他
オ
プ
シ
ョ

ン
等
の
費
用
は
、
す
べ
て
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。
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